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１． 公共事業のＩＴ化について 

 

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成１３年施行）、「公

共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成１７年施行）に象徴されるように、情報

公開の促進、適正執行の推進が、公共事業の関係者（特に発注者）には今まで以上

に大きな責任として課せられております。 

それに伴い、法律・制度が新たに策定され、書類の作成作業や手続きが増加傾向

にあります。また、情報や制度が高度化することにより、本来養うべき、技術力の低

下（現場の監督体制）が懸念されています。 

このような状況に対応するために、事務の効率化、改善を図っていくことや現場の

監督強化を図るため、複数の関係者（職場内や受発注者）が関与しやすい環境をつく

るが重要です。 

その為、事業に関する情報を有効に活用し、業務の執行方法を抜本的に見直す手段

として、情報を管理しやすくし（必要な情報の電子化）、時間や移動の制限をなくし（通

信ネットワークの利用）、情報を共有化するという３つの特徴をもったＣＡＬＳ／ＥＣの

導入が進んでいます。 

 

２． ＣＡＬＳ／ＥＣとは 

 

 ＣＡＬＳ／ＥＣとは、調査・測量・設計から工事施工、維持管理にわたる公共事業のラ

イフサイクルの中で発生する情報を電子化（管理）し、各段階で必要な情報を活用す

る取組になります。 

具体的な取組みとしましては、電子入札・電子納品・情報共有・保管管理（データベ

ース）などがあります。 



 電子入札・・・ 従来の紙ではなく、インターネットを使い入札することにより、入札事

務の効率化を図り、透明性を確保する。 

電子納品・・・ 調査・設計・工事などの各業務段階の最終成果を一定のルールに

基づき電子成果品として納品すること。 

 情報共有・・・ 公共事業に関する必要な情報を、事業プロセスにおいて関係者間で

電子的に相互利用すること。 

 保管管理・・・ 台帳やその他のデータベースに活用するため、また公共事業の情報

管理の為、電子成果品を蓄積（保管）すること。 

 

３．正しい情報を管理する（電子納品について） 

 

情報活用の基盤となる電子納品には、情報を誰もが活用（検索）しやすくするため、

電子化する成果品に一定のルールがあります。 

具体的には、大きく２つの決まりがあります。一つはファイル名やフォルダ名を決め

るルールがあるということ、もう一つは、内容（工事名や工事場所等）に関するデータ

をつけることになります。（図－１，２ 参照） 

 

 （図―１ 上） 管理ファイルの中身のイメージ         

従来書類の鏡や写真帳に記載されていた情報が入っている。 

（図―２ 左） 成果品のイメージ               

ファイル名やフォルダ名に英数字で命名規則がある。    



電子納品は、国土交通省においては運用がすすみ、全国の自治体においても運

用がはじまっていますが、正しい成果品の作成が出来ていないことや電子納品にな

れていないことによる業務の増加が問題となっています。 

 

４． 施工中の管理体制の強化 

 

 電子納品への対応を含め、現在の公共事業においていくつかの課題があります。

例えば、発注監督員の現場対応の遅れ（受注者の指示まち）、施工中の監督体制の

強化（手抜き工事の防止）などがあります。岡山県ではそういった課題に対応するた

め、情報共有システムの導入をすすめています。 

 

    電子納品事務の軽減 → その都度、登録した書類を成果物とすることにより日

常管理のサポート（支援システムの役割も含む） 

  

ワンデーレスポンスの実現 → 発注者が現場の状況を把握しやすい状況をつくり、

問い合わせ時の対応を早くする。 

                      （判断に必要な情報を保有する） 

                 

 施工中の管理体制の強化 → 段階検査毎でなく、日常的に書類提出しやすい環

境をつくり、管理体制を強化する。 

 

 

 

 

図－３ 

 写真登録画面 

 

 登録時に必要な情

報を入力、そのまま

電子納品の管理項目

になる。 

 

 

 

 

 



 

図－４  

システム内での写

真閲覧 

 

写真など必要な書

類を共有することに

より、現場状況の把

握がすすむ 

 

 

 

 

 

 

５． 今後の展開 

 

 現在岡山県では、橋梁データベースや統合型ＧＩＳなどを整備しています。今後は、

アセットマネジメントへの対応など公共施設のメンテナンスに必要な台帳の整備やそ

の他の情報公開に向けて、電子成果品を活用していく予定です。 

 

 地質データ公開システム ・・・ 公共事業で調査したボーリングデータを地図上にプ

ロットし、公開する。 

 

  保管管理システム ・・・ 成果品登録時に、更新対象台帳を選択することにより、

台帳の更新漏れ整備漏れのないよう管理すると共に、成

果品を利用し円滑な台帳整備を行う。 

 

昨今、様々な不祥事の報道などにより、土木業界、特に公共事業のイメージが大

変悪くなっています。しかし、国土を形成し、現世代だけでなく次の世代の生活にまで

影響していく土木は、今さら言うまでもなく生活していく上で欠かせない分野で、大変

魅力的な仕事です。 

公共事業で発生する情報を適正に管理し、有効に活用するとともに、必要な情報

は公開し、公共事業にふれる機会、知っていただく機会を増やし、次代を担う子供達

に土木に興味を持ってもらうとともに、地域に正しく理解される公共事業の推進をして

いきたいと思います。 


